
議 案 第 ２ ０ 号  
 
 
 

平 成 ２ ８ 年 度 

 

 

西 予 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ８ 号 ） 

 

１  一般会計補正予算総則   

２  歳入歳出予算補正  

３  継続費補正  

４  債務負担行為補正  

５  地方債補正  

６  補正予算に関する説明書  

          （ １ ）歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書  

 





 

議案第２０号 

 

平成２８年度 西予市一般会計補正予算（第８号） 

 

 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ９８２，８６６千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ ３０，８０４，８７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、｢第２表 継続費補正｣による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び廃止は、｢第３表 債務負担行為補正｣による。 

 （地方債の補正) 

第４条 地方債の追加、廃止及び変更は、｢第４表 地方債補正｣による。 

 

 

平成 29 年２月 28 日  提出  

 

                             西予市長  管  家  一  夫    
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変　更

総　額 年　度 年割額 総　額 年　度 年割額

平成26年度 113,436 平成26年度 113,436

平成27年度 739,440 平成27年度 739,440

平成28年度 1,900,645 平成28年度 1,731,370

平成28年度 17,200 平成28年度 5,760

平成29年度 45,500 平成29年度 20,952

平成27年度 65,356 平成27年度 65,356

平成28年度 972,231 平成28年度 897,125

平成28年度 109,839 平成28年度 109,839

平成29年度 509,547 平成29年度 32,271

平成30年度 477,260

第２表　継続費補正

補　正　前
事　　業　　名款 項

（単位：千円）

補　正　後

2,584,246汚泥再生処理施設整備事業４　衛生費 2,753,521２　清掃費

７　保健体育費
宇和学校給食センター建設事業
（建設工事及び監理委託料）

1,037,587 962,481

10　教育費 ５　社会教育費
社会教育複合施設整備事業（基
本設計及び実施設計）

62,700 26,712

野村学校給食センター建設事業
（本体工事、監理委託料及び厨
房設備機器）

619,386 619,370
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第３表　債務負担行為補正

１　追　加 （単位：千円）

２　廃　止

戸籍システム機器更新

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

西予市獣肉処理加工施設管理運営業務委託 平成２９年度から平成３１年度まで

卯之町「はちのじ」まちづくり整
備事業

平成２９年度から平成５８年度まで 5,970,000

― ―

平成２９年度から平成３５年度まで

事　　　　　　項

14,298

60,161

補　　　　　正　　　　　後補　　　　　正　　　　　前

期　　　　　間 限 度 額 期　　　　　間 限 度 額
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第４表　地方債補正

１　追　加

起 債 の 目 的

一般補助施設整備等事業

２　廃　止

起債の方法 起債の方法 利　率 償還の方法

自 然 災 害 防 止 事 業 ― ― ―

起 債 の 目 的
補　　正　　前

限 度 額 利  率 償還の方法

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法

千円 　
　政府資金については、その融通条件により、銀行そ
の他の場合は、その債権者と協定するものによる。
　ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を
短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすること
ができる。

93,700

１．借入先
　財務省、 その他
２．借入方法
　普通貸借又は証券発行の方法による。
３．借入期間
　平成28年度、ただし、工事又は財政の
都合により、起債額の全部若しくは一部
を翌年度に繰り越し、借り入れをするこ
とができる。

4.0％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

千円

１．借入先
　財務省、 その他
２．借入方法
　普通貸借又は証券発
行の方法による。
３．借入期間
　平成28年度、ただ
し、工事又は財政の都
合により、起債額の全
部若しくは一部を翌年
度に繰り越し､借り入れ
をすることができる。

4.0％以内

(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる資
金について､利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

補　　正　　後

限 度 額

千円

―

　政府資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合は、そ
の債権者と協定す
るものによる。
　ただし、財政の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、若しくは
繰上償還又は低利
に借換えすること
ができる。

13,200
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３　変　更

起債の方法 起債の方法 利　率 償還の方法

公 共 事 業 等

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業

旧 合 併 特 例 事 業

辺 地 対 策 事 業

過 疎 対 策 事 業

臨 時 財 政 対 策

災 害 復 旧 事 業

補正前に
同じ

705,000 629,473

2,023,100 1,808,400

180,600 155,400

4.0％以内

(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる資
金について､利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

2,850,200

起 債 の 目 的
補　　正　　前 補　　正　　後

限 度 額 利  率 償還の方法 限 度 額

156,900 144,100

2,669,400

　政府資金につい
ては、その融通条
件により、銀行そ
の他の場合は、そ
の債権者と協定す
るものによる。
　ただし、財政の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、若しくは
繰上償還又は低利
に借換えすること
ができる。

１．借入先
　財務省、 その他
２．借入方法
　普通貸借又は証券発
行の方法による。
３．借入期間
　平成28年度、ただ
し、工事又は財政の都
合により、起債額の全
部若しくは一部を翌年
度に繰り越し､借り入れ
をすることができる。

補正前に
同じ

補正前に
同じ30,600 11,300

97,600 88,200

千円 千円
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